
エ蒜
ノ㌔吐

輯

香
盛

･

/

ヽ

r
卦

議
案
第
十
五
　
号

町
税
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納
期
及
び
徴
収
手
続
き
の
特
例
に
関
す
る
条
t
例
の
倒
産
柁
つ
S
て

次
の
と
■
お
り
轟
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
l
手
二
年
法
律
窮
六
十

七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
-
､
本
散
会
の
酵
決
を
求
め
る
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号

町
税
の
納
期
及
び
徴
収
手
続
き
の
特
例
に
閑
す
る
典
例

(
趣
旨
)

第
妄
　
納
税
成
横
の
向
上
と
局
務
の
合
理
化
を
図
る
た
め
､
三
朝
町
税
条
例
及
び
三
朝
町
国

民
健
康
保
険
税
条
例
に
よ
り
賦
課
徴
収
す
る
昭
和
四
十
四
年
鑑
以
降
の
町
税
の
う
ち
,
'
次
発

に
定
め
る
も
の
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
､
地
方
税
法
(
略
和
幸
五
年
法
律
撃
盲
二
十

六
号
)
並
び
竺
1
朝
町
税
条
例
及
び
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
に
定
め
る
も
の
の
は
か

こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
o

(
こ
の
条
例
を
混
用
す
る
税
目
)

霧
二
条
　
こ
の
条
例
化
よ
り
賦
課
徴
収
す
る
町
税
(
以
↑
｢
町
税
｣
と
い
う
｡
)
は
､
個
人
に

)

賦
課
す
る
町
民
税
(
県
民
税
を
含
み
､
特
別
徴
収
に
か
か
る
も
の
を
除
-
o
)
､
固
定
資
産

税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
と
す
る
｡

(
徴
収
)
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納
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通
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収
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方
法
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収
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二
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七
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六
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三
十
1
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で

■

■

第
十
期
　
二
言
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
壇
で

2
　
町
税
の
各
納
期
の
納
付
額
は
軒
栄
の
納
税
通
知
書
に
記
載
ま
た
年
額
を
前
項
の
納
期
の
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数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
｡

F
?
　
前
項
の
規
定
陀
よ
る
各
納
期
の
納
付
額
に
十
円
に
満
た
を
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
､
そ

の
端
数
の
額
*
.
び
均
帝
都
額
の
み
の
町
民
税
は
､
最
初
の
納
期
の
納
付
額
に
合
算
す
る
0

4
　
T
の
納
税
義
務
者
に
か
か
る
転
敬
の
合
計
額
が
千
円
陀
満
た
な
い
と
き
は
､
融
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
最
秒
の
納
財
に
そ
の
全
教
を
徴
塀
す
る
O

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
､
昭
和
四
十
四
年
度
以
降
の
町
税
に
適
用
す
る
0


